
相談先

お住まいの地域の相談窓口で相談ができます。
ご本人だけではなく、家族など周りの方からの相談も受け付けます。
窓口に来ることが難しい場合は、まずは電話やメールで問い合わせることもできる
場合があります。
相談窓口の一覧  https://minna-tunagaru.jp/ichiran/　

▼相談窓口の一覧

https://minna-tunagaru.jp/ichiran/


仕事や生活に困っていらっしゃる方は、まずはご相談ください。

一人ひとりの状況に合わせて様々な支援を行います。

※「住居確保給付金の支給」については、一定の資産・収入に関する要件を満たしている方が対象です。

※「就労準備支援事業」、「居住支援事業」については、一定の資産・収入に関する対象者の要件がありますが、

    自治体が本事業による支援が必要であると認める方なども対象としています。

※これらの事業のほか、関係機関などと連携し、適切な支援機関につなぐこともあります。

豊明市にお住いの方で、生活にお困りの方は、下記にご相談ください。

豊明市自立生活相談センター よりそい（平日８時４５分〜１７時受付）
〒470-1195 愛知県豊明市新田町子持松１番地１ 豊明市役所共生社会課内

電話：0562-91-3018


